
事務手続期間短縮化のための工夫 
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集積計画作成・公告 
約２週間 

配分計画案作成・提出 
約２週間 

市町村 農業委員会 

農業委員会 市町村 

集積計画作成・公告手続 
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手との交渉 

配分計画案作成・提出 
約３週間 
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機構 

配分計画 
申請 
即日 

県 

配分計画縦覧 
２週間（法定） 

県 

認可公告 
即日 

 

県 

審査・決裁 
約１週間 

○通常の手続期間（短縮化工夫なし） 

○手続期間短縮化の例 

計約１３週間 

【短縮化工夫②】 

 ア）集積計画作成と配分計画案作成

の手続を並行して進める。（集積計画
の決定と配分計画案の意見決定を同日
の農業委員会で行うことも可能） 
 
 イ）農業委員会の開催回数を増やす。 

【短縮化工夫①】 

 所有者・受け手との交渉の
段階から機構・県が市町村等
と情報を共有し、事務書類の
準備や貸付先決定ルールと
の適合性の確認等を事前に
行っておく。 

機構 

配分計画 
作成・申請 
約２週間 

配
分
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画 
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県 

配分計画縦覧 
２週間（法定） 

県 県 

審査・決裁
数日 

配分計画認可 
決裁・公告手続 
約２週間 

 

【短縮化工夫③】 

 縦覧のための決裁時に、縦覧期間
中に利害関係人から意見書の提出
がなかった場合は認可の公告をする
旨も併せて決裁を済ませる。 

計約５週間 

【短縮化工夫③】 

 農地ナビを活用し、貸付
先決定ルールとの適合性
の確認等を迅速化。 

【短縮化工夫⑤】 

 配分計画の認可公告を一月に複
数回行うことで、市町村での配分計
画案の作成時期とのタイムラグを
解消する。 

【短縮化工夫④】 

 縦覧の公告及び認可公告につい
て、県の公報を使用せず、県の
ホームページ上で随時行う。 

別添 


